
 

 
 
 

１ 開発行為の協議のながれ 

⑴ 宮城県（仙台土木事務所・建築宅地課）との協議 → 開発行為に該当 
※開発行為に該当するものであるか、事前に宮城県と協議を行って下さい。また、該当する場合は、 
技術的指導を受けて下さい。 

 

開発行為の許可申請等窓口 

市街化区域で面積が 

１ha未満（1,000㎡以上）の開発行為 
市街化調整区域又は市街化区域で 

面積が１ha以上の開発行為 

宮城県仙台土木事務所  建築第二班 

住所／仙台市宮城野区幸町４丁目１－２ 

電話／０２２－２９７－４３４８ 

宮城県土木部建築宅地課  開発防災班 

住所／仙台市青葉区本町３丁目８－１ 

電話／０２２－２１１－３２４４ 
 

⑵ 岩沼市（公共施設管理者）との協議 

①開発者 →事前に関係課等との協議を行う 
※「開発行為に関する公共施設管理者との協議書」提出後の処理を合理的に行うために、裏面の協議内容
及び提出書類一覧表を参考に、必ず

．．
関係課等との事前協議を行い、最終日付を記載し②で提出する。 

※協議を行う場合は、協議対象となる公共施設等の内容が分かる図面等を持参願います。 

②開発者 →関係課協議後に『開発行為に関する公共施設管理者との協議書』を都市計画課に提出 

※正本（都市計画課用）と関係課分の書類（コピー）にラベリングし、持参して下さい。 

※前項の協議が不十分な場合、通常１５日位で交付できる次項の同意書等の処理が遅れることになります。 

③岩沼市 →『協議回答書』、『既存の公共施設管理者の同意書』、『新設公共施設管理予定者との協

議書』を開発者へ交付 

⑶ 宮城県に申請 

 ※県に直接行う手続きは省略し掲載しています 

⑷ 岩沼市に公共施設工事完了届、出来形図、写真等の提出 

⑸ 岩沼市の工事完了検査 

⑹ 公共施設及び公共施設用地の帰属の手続き 

２ 公共施設管理者との協議上の注意事項 

⑴ 都市計画法第３２条関係 
公共施設管理者との同意が必要となるので、管理者（担当課等）に確認を行って下さい。 
排水については、岩沼市（土木課）が管理している箇所と名取土地改良区等が管理している箇所があり、

これら機関の同意が必要となる場合もあるので特に注意願います。 

⑵ 都市計画法第４０条関係 
公共施設の用に供する土地の帰属及び施設の帰属については、帰属の有無及び帰属先並びに施設の機能に

ついて関係課等と協議を行って下さい。 

⑶ 都市計画法施行令第２５条関係 
敷地に接する道路の幅員、開発行為の主要な道路が接続する道路の幅員を緩和の幅員で計画しようとする

場合は、道路管理者（市道／土木課、県道／仙台土木事務所）に緩和規定の適用を受けて開発することがで
きるのか協議を行って下さい。 

⑷ 岩沼市が管理していない公共施設関係 
岩沼市が管理していない公共施設の管理者との同意及び帰属については、管理している関係機関と別途協

議を行って下さい。 

３ その他 

①土砂等の埋立て等規制に関する条例に基づく土砂等埋立て等の許可申請 
 ３，０００㎡以上の埋立て、盛土、仮置き等をする場合は、申請が必要です。 

 （手続窓口）宮城県環境生活部循環型社会推進課不法投棄対策班 ℡022-211-2467 

②土壌汚染対策法に基づく土地の形質の変更届出 

３，０００㎡以上の土地の形質の変更をする場合は、着手する３０日前までに届出が必要です。 

（手続窓口）塩釜保健所岩沼支所環境廃棄物班 ℡0223-22-2695 
③宮城県土木部建築宅地課のＨＰで都市計画法開発許可制度便覧の閲覧や、岩沼市のＨＰにおいて開発行為に
関する公共施設管理者との協議書等をダウンロードできます。 

 

開 発 行 為 （公 共 施 設 管 理 者 ）の協 議 
※岩沼市内における開発行為の許可は、宮城県で行っています。 

 

岩沼市役所 建設部 都市計画課 都市計画係 

〒989-2480 岩沼市桜 1丁目 6番 20号  ℡ 0223-23-0643 


